
中井町敬老祝金について
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〇経緯

中井町の敬老祝金は、敬老の意を表し長寿を祝
福するものとして、昭和４８年、敬老年金の形で
スタートしたのが始まり。
平成１２年、それまでの敬老年金条例から敬老

祝金条例に改正。
平成２１年対象年齢の引き上げ、平成２９年に

は一律支給から節目年齢支給に変更、以降、現行
の支給方法から５年が経過している。
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（１）敬老祝金の現状について



〇見直し背景

＊現在の支給形態に移行後、５年経過

＊令和３年度事務事業評価（外部評価）に

おいて、❝抜本的見直し❞評価

＊今後、対象者・給付額の増加が見込まれる

3/28



〇祝金の給付目的

＊町内居住高齢者に対する長寿と健康の

祝福（敬老意識の高揚）

＊住民福祉の向上に寄与

⇒節目年齢（７段階）高齢者に対し、
祝金を贈呈
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（目的）
第１条 この条例は、本町居住の高齢者に対し、長寿と健康を祝福し、敬老
祝金（以下「祝金」という。）の給付を行い、住民福祉の向上に寄与するこ
とを目的とする。
（祝金の額）
第２条 祝金の給付金額は、次のとおりとする。
（１）満80歳及び満85歳の者 年額 5,000円
（２）満88歳、満90歳及び満95歳の者 年額 10,000円
（３）満99歳の者 年額 20,000円
（４）満100歳以上の者 年額 30,000円

（受給資格）
第３条 祝金の受給資格は、毎年9月15日現在において、本町に3か月以上居
住する町民とし、同日をもって前条各号に掲げる年齢に達した者とする。
（祝金の支給）
第４条 祝金は前条に規定する受給資格者に対し、毎年9月15日に支給する。
（規則への委任）
第５条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
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〇中井町敬老祝金給付条例



〇対象
１．対象年齢と支給額（7段階・４種類）
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２．受給資格
毎年９月１５日を基準日として、町内に３か月以上居住する町民

支給年齢 金額

満 ８０歳 ５,０００円

満 ８５歳 ５,０００円

満 ８８歳 １０,０００円

満 ９０歳 １０,０００円

満 ９５歳 １０,０００円

満 ９９歳 ２０,０００円

満１００歳 ３０,０００円 ※１００歳超は、以降毎年３０,０００円



〇変遷
・平成１２年度【制度創設】※75歳以上の高齢者へ一律支給

対象者６０９人 決算額 2,918,000円

75～79歳 3,000円 80～89歳 5,000円 90歳以上 10,000円

・平成２１年度【年齢改定】※80歳以上の高齢者一律に支給

対象者５５７人 決算額 4,348,000円

80～89歳 5,000円 90歳以上 10,000円

・平成２９年度【金額・年齢改定】※節目年齢支給に変更

対象者２３７人 決算額 1,730,000円

80歳・85歳 5,000円 88歳・90歳・95歳 10,000円

99歳 20,000円 100歳以上 30,000円 7/28



〇令和３年度実績

１．年齢別支給額
８０歳 1１９人 ５９５，０００円
８５歳 ７０人 ３５０，０００円
８８歳 ４１人 ４１０，０００円
９０歳 ２０人 ２００，０００円
９５歳 １５人 １５０，０００円
９９歳 ３人 ６０，０００円
１００歳以上 ８人 ２４０，０００円

２．総支給額
２７6人 ２，００５，０００円 8/28
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〇給付額と対象者の推移（1）
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〇給付額と対象者の推移（2）



〇時代潮流
・長野県松本市は本年度から敬老祝金の贈呈対象者と支給額を見直し、

年1000万円を削減。これまでは88歳、99歳、100歳、101歳以上の高齢者へ支
給していたが、88歳と100歳のみとする。少子高齢化が進み対象者が年々増え
る中、支給総額を抑えることで事業の継続を図る。（2021.4.13 信州市民タイムス）

・宮城県内全１４市のうち４市が過去３年間で減額に踏み切ったほか、４市
が本年度減額を検討している。高齢化により支給対象者が増え、自治体の財
政を圧迫していることが背景にある。（2021.9.21 読売新聞）

・栃木県小山市は来年度から77歳以上の高齢者に支給してきた敬老祝金の支
給額を大幅に減額し、支給総額は約２８００万円から２８５万円程度になる
見通し。平均寿命が延びるとともに支給対象の高齢者が増え、市の財政負担
が増しているのが理由。学識経験者らで構成する市敬老事業検討委員会での
検討結果を踏まえて決定した。（2021.11.5下野新聞） 11/28
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出典：KAIGO LAB 2017年7月21日

酒井穣 KAIGO LAB 編集長・主筆

高齢者祝金（敬老祝金）という制度が未だに存在していること
について



〇足柄上郡の実施状況
自治体 中井町 南足柄市 大井町 松田町 山北町 開成町

対象・
支給額

80歳 5,000円
85歳 5,000円
88歳 10,000円
90歳 10,000円
95歳 10,000円
99歳 20,000円

100歳以上 30,000円

100歳 50,000円

77歳 5,000円
88歳 10,000円
99歳 20,000円

100歳以上 30,000円

80歳 10,000円
88歳 10,000円
99歳 50,000円
100歳 50,000円

【地域振興券】
77歳 5,000円
80歳 5,000円
88歳 10,000円
90歳 10,000円
99歳 20,000円
100歳 50,000円

最高齢者 50,000円

88歳 10,000円

100歳 50,000円

支給方法
民生委員手渡し

100歳以上は町長訪問

市長訪問

町職員訪問

99歳、100歳以上は
町長訪問

口座振込
※コロナ対応のため

郵送
（簡易書留）

最高齢者は町長訪問

口座振込
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〇近隣自治体の実施状況
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小田原市 箱根町 真鶴町 湯河原町

100歳 30,000円
80歳 5,000円
90歳 10,000円
100歳 20,000円

【地域振興券】
77歳 5,000円

【祝金】
88歳 10,000円
99歳 20,000円
100歳 30,000円

88歳 10,000円
100歳 30,000円

市長または職員訪問 口座振込
窓口手渡し

100歳は町長訪問
口座振込

※コロナ対応のため

秦野市 伊勢原市 二宮町 大磯町

88歳 5,000円
100歳 30,000円

100歳 20,000円
【地域振興券】
88歳 20,000円
100歳 30,000円

88歳 10,000円
99歳 10,000円
100歳 10,000円

88歳 口座振込
100歳 市長または職員訪問

口座振込
郵送

（簡易書留）
※コロナ対応のため

口座振込
※コロナ対応のため



（2）敬老祝金の見直し検討について

〇事務事業評価（外部評価）の着眼点
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必要性

必然性

緊急性

実効性

時代即応性

持続可能性

受益者負担原則

自治体で行うべき業務である

か

５

４

３

２

１

０



〇委員評価
・財政事情と支払方法が大きな課題。
・高齢化に伴う支出増加と民生委員の負担増加、両方を抑制す
る必要性は理解できる。限りある予算と今後の高齢者を考える
と、見直しはやむを得ない。

・「町内に3か月以上居住」という受給資格について、長寿へ
の敬意という観点からすると、もっと長く住んでいる方を対象
とした方がよいと感じる。

・見直しの目的が町民に正しく認識され、現金給付がなくなっ
ても「住みよい町になってよかった」と思われるような制度改
革を進めてほしい。

（令和３年10月11日実施 事務事業評価における外部評価委員意見より）
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〇現況評価と課題
１ 給付内容について

支給区分が2～3段階という自治体がほとんどの中、本町は7段階

２ 現金給付について
事業効果の検証が困難なことや財政負担増加抑制のため、全国的に廃止・

縮小傾向

３ 支給方法について
民生委員に多額の現金を預託することについて、防犯面や管理面などが問題

４ 対象の妥当性について
平均寿命が女性87.57歳、男性81.47歳という状況下、長寿祝福という目的と

の整合性（参考：平成12年町敬老祝金条例制定時 女性84.6歳 男性77.72歳）
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〇県内自治体の敬老祝金支給状況

実施 22
藤沢市 小田原市 秦野市 厚木市 伊勢原市 海老名市 座間市 南足柄市
綾瀬市 愛川町 葉山町 寒川町 大磯町 二宮町 大井町 松田町 山北町
開成町 箱根町 真鶴町 湯河原町 清川村

廃止 10
横浜市（平成18年度） 川崎市（平成14年度） 相模原市（令和3年度）
平塚市（平成16年度） 逗子市（平成29年度） 横須賀市（平成30年度）
三浦市（平成27年度） 鎌倉市（平成18年度） 茅ヶ崎市（令和2年度）
大和市（平成16年度） ※カッコ内は廃止年度
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〇令和3年度決算に占める町の高齢者施策の割合
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R3年度決算額

一般会計を含む全ての会計 7,580,459

うち 高齢者にやさしい環境整備 781,080
一般会計を含む全ての会計

高齢者に優しい環境整備

781,080 千円

10%

単位：千円



〇高齢者施策実施状況（1）
①はつらつ・いきいきとした暮らしの支援
・高齢者サロン
・ボランティア活動
・シルバー人材センター
・老人クラブ連合会

②高齢者の暮らしを地域全体で支える体制の整備
・高齢者見守りネットワークの構築
・高齢者の多様な住まいの確保支援
・緊急通報装置の貸与
・寝たきり高齢者等への介護用品支給助成
・ホームヘルパー派遣事業
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〇高齢者施策実施状況（2）
③介護予防・日常生活支援の充実
・転倒骨折予防事業

・フレイル対策事業

・介護予防訪問事業

・地域包括支援センターの機能強化

・認知症に関する相談支援の充実

・配食サービス

（第8期中井町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画より）
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〇年齢別男女集計表（R4.7月末現在）

0-39歳,

30.0%

40-64歳, 

34.1%

65-74歳,

17.7%

75歳以上,

18.2%

年齢別男女割合

0-39 40-64 65-74 75-

単位：人

年齢 男性 女性 計

0-39歳 1,448 1,272 2,720

40-64歳 1,608 1,485 3,093

65-74歳 772 835 1,607

75歳以上 744 909 1,653

計 4,572 4,501 9,073
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〇平均寿命

中井町
男性 81.0歳
女性 87.6歳 （平成27年度調査）

神奈川県
男性 81.93歳
女性 87.66歳 （平成30年度調査）

全国
男性 81.47歳
女性 87.57歳 （令和3年度調査）

中井町 神奈川県 全国

男性 81.44 81.61 81.47

女性 88.46 87.36 87.57

調査年度（最新） 平成30年度 平成30年度 令和3年度

（単位：歳）
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〇75歳以上の高齢者数の推移と
総人口に占める割合

991 942 893 869 830 787 720 377

5,343 5,270 5,182 5,108 5,036 4,972 4,833

3,260

1,766 1,722 1,695 1,676 1,586 1,493 1,308

1,331

1,387 1,468 1,529 1,562 1,669 1,775 1,939

1,674

9,487 9,402 9,299 9,215 9,121 9,027 8,800

6,642
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平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和7年 令和22年

15歳未満 15-64歳 65-74歳 75歳以上

（人） ●総人口及び高齢者の推移と推計

資料：第８期高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和3年3月作成） 【住民基本台帳人口（各年9月末時点）】

9,115

1,560

1,668

4,954

933



〇高齢者意見（要望）
・移動手段の確保

・医療機関の誘致

・健診の充実

・バリアフリー化の促進

・独居支援の拡充

・憩いの場の充実

・運動教室の充実

・ジム、プール、サイクリングロード、ジョギングコース等、

運動設備の整備
（高齢者福祉計画、健康増進計画アンケートより）
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【高齢期ワードクラウド】

※健康増進アンケートの自由記述欄から出現頻度が高い単語を複数選び出し、その値に応じた大きさで図示したもの。
単語の色は品詞の種類別で、青色が名詞、赤色が動詞、緑色が形容詞、灰色が感動詞を表している。
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【令和３年度健康増進計画アンケート意見】

・町保健師に担当自治会を受け持っていただき、各自治会の推進員と連携して継続的
にできることを考えてはいかがでしょうか。
・がん検診で一度受けないと次回から通知が来ない。毎年全町民に通知し検診を呼び
かけるべきなのに。
・町が運動の機会をつくってくれているのは知っていますが、新しいことに１人で
入っていくのは勇気がありません。新しい人に誘われたりしたらいいのにと思うこと
はあります。
・町で以前つくった体操などラジオ体操の後にしてほしい。せっかくあるのにもった
いない。
・普通のスポーツクラブを利用できない人が、安全に運動できる場所を作ってほし
い。
・町の環境の良さを生かした①散策コースの充実と拡充、②自転車サイクリングコー
スの設定、③室内で汗をかくことのできる設備。
・健康なまちづくりの内容を知らない。
・太極拳、ヨガなど自由に参加できる場所があると楽しみです期待しています。
・毎日5～10分程度で出来る健康管理のストレッチや指圧等、継続できて効果が期待
できるものを高齢者対象に伝える。
・才戸のバス停から直に中央公園までの歩道（小道）を整備してください。



〇検討委員会スケジュール（案）

第1回（8月5日） 敬老祝金の現況整理

第2回（10月4日）敬老祝金事業の具体的な検討

第3回（12月1日）敬老祝金事業の見直し方策と

パブリックコメント

第4回（2月10日）パブリックコメント意見に対する委員会

の方針及び町への委員会報告書案の作成
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